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「市民性教育jの模索とその諸課題
ーグローパル化時代の市民性教育としての「子どものための哲学J(4) -

Groping after“Citizenship Education" and remaining Problems: 

“Philosophy for Children" as Citizenship Education in the Global Age (4) 

森 秀樹*

MORI Hideki 

この論文の課題は「子どものための哲学」が取り組むべき、「市民性教育」の課題を析出することである。そのために、

「市民性教育jがこれまでどのような「理念jのもと実施され、どのような問題を抱えてきたのかを確認する。このよう

な問題に対しては、欧米を中心として新しい模索が行われているが、日本においてもその潮流を受けた試みが行われてい

る。日本の初等・中等教育において「子どものための哲学」を「市民性教育」として導入するために、これらの活動の問

題意識と今なお抱えている課題の分析を行い、以下の点を明らかにする。l.社会科にみられる(特に、私と公の対比と

いった)近代的な記述枠組みに限界がみられるため、「新しい市民性教育jが依拠する概念枠組みを再構築する必要があ

る。 2.社会科や道徳、特別活動などで、普遍的な認識を自分の生活につなげていく試みは行われてはきたが、その方法

論は意識的なものとはいえなかった。「新しい市民性教育jが依拠すべき方法論を明確化する必要がある。 3.教室での

議論を社会での具体的な実践へとつなげていく仕組みの整備が必要である。
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序章

現在、様々な地域で市民性の教育の必要性が叫ばれ、

それが実践に移されている O その背景には、グローパル

化の進行による、社会制度、人間関係、自己のあり方の

流動化がある O 流動化に対応することの困難は社会的な

諸課題からの「撤退J現象をひきおこし、そのことが社

会問題となっている O 本研究は、子どもたちに哲学する

ことを教えること (r子どものための哲学J) を市民性教

育の一貫として活用するための条件を整備することを目

的としている。

拙論「再帰的近代のアポリアと市民性教育の課題 グ

ローパル化時代の市民性教育としての「子どものための

哲学J(1)一」は、後期近代においては、知識、自己、

闘係性が再帰化することになり、それに対処することが

「市民性教育jに課せられた課題となっていることをみ

たl。そして、「哲学的「移行」と「新しい公共性」

グローパル化時代の市民性教育としての「子どものため

の哲学J(3)-Jは「市民性教育jの具体的なカリキユ

ラムを考えるための準備として、現代社会における「移

行」がいかなるものであるのかを解明することを試み

た九この論丈においては、哲学が主題化してきた「移

行jの概念が、知識、自己、共同体といった近代的な諸

概念の聞い直しをせまるものであり、現代における知、
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自己、共同体の流動化に対応するものとなっていること

を明らかにするとともに、これらが「市民性教育」にお

いて主題化されるべき再帰性への対応のモデルを提起し

ていることを示した。

次の課題は、「子どものための哲学」を「市民性教育」

として導入するために、上記論文において示された概念

枠組みを具体的なカリキュラムとして展開することであ

るが、その準備として、現実の「市民性教育」がこれま

でどのような「理念jのもと実施され(第一章)、どの

ような問題を抱えてきたのかを確認しておく必要がある

(第二章)。このような問題に対しては、様々な地域で様々

な模索が行われている(第三章)0 また、同様の問題意

識のもと、日本においても「市民性教育」の諸活動が行

われている O これらの活動の問題意識と、それらが抱え

る課題を分析することで、「子どものための哲学」が取

り組むべき、「市民性教育jの課題を析出することにす

る(第四章)。

第一章 「市民性教育」の理念

(1) r市民性」の概念

市民性教育について考察するに先立つて、「市民性J
の概念を明確にしておく必要がある。「市民性jの概念

についてはマーシャルの規定が古典的となっている
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それによれば、「市民性jの概念はその都度の社会のあ

り方によって変化してきた。まず第一に、いかなる共同

体においても、共同体の構成員をそうでない者から区別

することは重要であり、その構成員はそのことに由来す

る権利と義務を負うと考えられてきた。このような着想

から「共和主義的市民性jという概念が発生してくるこ

とになる O これに対して、近代になってから、個人の自

由(特に、経済的自由)を保証しようとして、「自由主

義的市民性jという概念が発生してくる O その後、 20世

紀になってから、自由によっては必ずしも保証されない

平等を重視する社会権の概念が広まり、市民権の発想を

拡張することになった 4O このような三つの概念は、近

代においては、参政権、公民権、社会権として定式化さ

れることになる。

確かに、マーシャルの三分法はヨーロッパの歴史に依

拠し、ヨーロッパの近代国家における市民像に強く規定

されている O このことから、「市民jという概念を一般

化することはできないという批判も生まれることになる。

しかし、「市民(citizen)Jとは、本来都市における住民

のことであり、前近代的共同体から近代的共同体への移

行の中での共存のあり方(civism:公民精神)を模索する

者のことであり、 civilization(文明化)の概念と結びつ

いている O もちろん、文明がある特定の文化的様式でし

かないとする批判もある O しかし、 civilizationとは本来、

野蛮状態から脱し、共存の可能性を模索することであっ

たこのような水準において見るならば、「市民jは、

必ずしも実体的な概念というよりは、むしろ、それぞれ

の状況の中で追求されるべき理念と解釈することが可能

であり、この場合には上記の批判は当たらないことにな

るO

(2) 市民性と教育

近代以前の共同体においても、その構成員が市民とな

ることは重要なことであり、したがって、教育の対象と

なってきた。というよりも、むしろ、教育の目的が共同

体の形成と維持であることを考慮に入れるならば、教育

とは本来、市民性教育であったと考えることも可能であ

るしかし、近代になり、近代教育が国民形成として

構想されるようになると、市民性教育は公民教育として

理解されるようになっていった。もちろん、国家のおか

れた状況により、その内容は様々であった。例えば、戦

前の日本であれば、「皇民教育」がその目的とされたの

に対して、戦後においては、民主的な国民の育成が課題

とされた。また、アメリカ合衆国のような移民国家にお

いては、アメリカ合衆国という理念へのコミットメント

が必要不可欠な条件であり、合衆国の憲法についての知

識とならんで、合衆国の歴史や地理についての知識が市

民権(国籍)の条件であると考えられていた 7。さらに、

フランスにおいてはフランス革命の理念を共有すること
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が市民の条件であると考えられていた。なるほど、市民

としての資質は様々であるが、いずれの場合においても、

教育の最終的な目的は国民の育成であった。

(3) r教科主義」的市民性教育

(2)において見たように、教育全体の目標は国民形成

ではあったが、産業主義に対応すべく、教育されるべき

内容は拡張していき、産業に寄与する学力形成が求めら

れるようになっていった例えば、イギリスの場合、

60年代の教育改革の中心は、スブートニク・ショックに

由来する、「科学革命」への対処であった。科学の知識

が国力を支えると考えられたのであるこの流れは後

にサッチャー政権のもとでの「ナショナルカリキュラム」

に代表される教育改革に接続していくことになる~同

様の現象はフランスにおいても見られた~もともと、

アメリカにおいては、テ事ユーイに代表されるように、生

活主義的・経験主義的傾向が強かった12 これは社会的

統合のためであると同時に、プラグマテイズム的な知識

観(生活の中での知)に基づくものでもあり、知識主義

と対立するわけで、はなかった。しかしながら、このよう

な流れは常に批判にさらされており、 60年代には、産業

界からの要求に応じて、学力主義への流れや教育の工学

化が見られた~もちろん、これに対する再批判も見ら

れたが、『パイデイア提言教育改革宣言 .1 (1982)や

『危機に立つ国家.1 (1983)は、基礎教科の徹底を提言し、

後の教育改革(例えば、ブルーナー)を規定した九こ

れに対して、ファシズムを経験した西ドイツにあっては、

アメリカの影響のもとで、産業主義と同時に社会的モラ

ルの教育が強調された~

このような状況の中で、市民性教育それ自身は教育の

対象の一部として位置づけられ、一つの教科として教え

られるようになっていく O 市民的資質の育成を社会認識

の形成によって遂行しようと考えたのである O 一方で、、

社会科学の知見の教授があり、他方に、(例えば、問題

解決学習に見られるように)主体の立場において認識と

いう経験をさせるという方策がある O タパやホルトの杜

会科は、教育を通して子どもを社会科学者的思考に近づ

けていくことを目指した九これに対して、自己決定能

力をもっ主体性の育成に力点を置く立場もある。その場

合、「探究型社会科jが考えられる。それはデューイ主

義になる可能性もあるが、その自己決定能力が、科学的

認識に依拠するものであるべきだと考えられるならば、

前者に接近することになる(例えば、合理的意志決定論)。

(4) 日本における「社会科j

ここでは、教科主義の背景の中での市民性教育の具体

的内容を日本を事例にして見ておくことにする。という

のも、日本は、一方において、ドイツと同様にファシズ

ムを経験し、それに対する批判としてアメリカの影響を

強くうけ、「公民的資質」の形成に力点を置くと同時に、
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他方において、日本は高度経済成長期においては教科主

義において成功を収めるなど、日本は上記のような流れ

の一つの典型と見なすことができるからである。

戦後の日本の教育は、アメリカの影響下において、戦

前の教育に対する批判に基づきヘ自立的な思考力を備

えた「民主的公民」を育成することを目ざした九この

改革において中心的な役割を果たすものとされたのが、

戦前の歴史・地理・修身を、アメリカの SocialStudies 

をモデルとする社会科によって改革することであった。

改正前の教育基本法の第一条は「教育は、人格の完成を

めざし、平和な国家及び社会の形成者として、真理と正

義を愛し、個人の価値をたっとぴ、勤労と責任を重んじ、

自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期し

て行われなければならない」としていた。そして、「公

民的資質」の育成を目標として設置された社会科は「単

元学習と問題解決学習を基本的な学習原理とした総合的

な社会認識の育成」によってそれを達成しようとした19

その後、国際社会への復帰を経由して、 1958年の学習指

導要領は一つの方向転換をとげるものであった(特に、

中学校において)ヘすなわち、まず、日本人としての

自覚と系統学習の強化を提唱し、社会科は地理、歴史、

政治経済社会的分野(公民)からなる教科としての性格

を強めた。そして、その代わりに、道徳の時間を創設す

ることで、人間形成としての役割をそちらに担わせよう

とした九すなわち、市民性教育は、一方においては、

市民社会が形成されてきた歴史、社会を規定する様々な

契機(地理、産業)についての知識、市民社会の仕組み

についての知識(これは市民のあり方についての知識で

もある)の習得によって、そして、他方においては、道

徳による人格の陶冶によって、遂行されると考えられた

のである O

第二章 「市民性教育」のゆらぎ

このような市民性教育のあり方は曲がり角を迎えてい

る。一方では、国民国家枠組みで構想されてきた「市民J
の概念が揺らぎを迎えている。そして、他方では、「市

民」のあり方についての知識を伝達することによって

「市民jを育成するという考え方が限界をむかえている。

(1) r市民」概念の変容

以上において見てきたように、市民性教育は近代の国

民国家の枠組みの中で構想されたものであった。しかし

ながら、グローパリゼーションの進行は国民国家の枠組

みを揺るがしている。まず第一に、グローパル化による

人や物の移動の拡大は様々な摩擦を引き起こしている。

例えば、労働力の移動により、市民が多様化している O

また、様々な丈化的産物の交流も盛んになっている。こ

のような状況の中で、多様化した市民の共存や文化の多

様化といった問題が発生している。さらに第二に、グロー
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パリゼーシヨンは人々の暮らしを流動化させる。知のあ

り方、自己のあり方、関係性のあり方が流動化すること

で、従来のあり方をモデルとすることが困難になってい

るO このような状況が、若者たちの社会不適応の背景と

なっていた。そして第三に、グローパリゼーシヨンの進

行は従来の国家枠組みでは解決できないような問題を引

き起こしている。例えば、環境問題や経済問題において

は、国民国家の枠組みを越えた取り組みが必要とされて

いる O

このような背景のもとで、「市民jの概念そのものが

議論の対象となっている。近代国民国家においては、自

由主義的な市民概念が理想とされ、それが定着してきたO

しかし、その個人主義的傾向が進行すると、政治や共同

体への無関心といった共同体の紐帯を危うくする現象も

発生してきた。そのような背景の中で、市民性教育の必

要が主張されることになるが、すると、そこでは共和主

義的市民牲が念頭におかれていることになる。とはいえ、

共同体への帰属意識や義務を強調する立場は、共同体そ

のものが多様化するグローパリゼーションの中では問題

を引き起こすことにもなりかねない。ここでは、自由主

義的な市民概念と共和主義的な市民概念とが摩擦を引き

起こしている。すると、多様化する共同体の諸問題に対

して、社会権の発想に基づいて、対処するような(自由

主義的というよりは)リベラルな市民の概念が必要とな

る。ただし、それは個人主義的なものではなく、共同体

主義的発想に基づくものでなくてはならない。さらに、

このような理想を政治的に解決できるためには、共和主

義的伝統への配慮も必要となる。このように、現代にあっ

ては、市民性の概念そのものが様々な理念のもとでゆら

いでおり、そのような諸理念の車L蝶に対応できることが

新しい市民に求められる能力であると言うことができる O

また、誰を市民と見なすのかという点でも議論が発生し

ている。国民国家の理念は、国籍をもっ国民=公民(市

民)というものであった。しかし、グローパル化の進行

とともに多丈化的状況が発生し、国籍をもたないが、共

同体に属し、共同体に大きな影響をもたらす人々の存在

が無視できないものとなっている O このような人々を市

民として遇するとともに、多文化的状況の中でこのよう

な人々と共存していくことが課題となっている。一方に

おいては、このような人々に対して市民権を付与すべき

であるという議論がある。しかし、これに対しては、そ

れは現実的ではなく、また、必ずしも求められていると

は限らないという批判もある。そこで他方においては、

市民権の概念を現状に合わせて多様なものとすべきであ

るという「多重的市民権jの考えも出現している九

これと並行して、市民が働く場についても多様化して

いる O 共和主義の伝統によれば市民の公的な活動の場と

は政治参加であり、防衛であった。しかし、これは国民
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国家の枠組みに基づくものである。これに対して、現代

の市民はグローパルな問題に曝されており、それに対処

することが求められている O また、行政にすべてをまか

せるといったことも困難になっている O そのため、国家

や行政の枠とは別な仕方で公的な活動を行う NGOや

NPOといった新しい主体が登場している O 市民に対し

て国家や行政とは異なった「公共性」を担うことが求め

られるようになっているのである。

以上において見てきたように、現代社会において、市

民の役割は大きなものとなっており、複雑化しているに

もかかわらず、市民としての意識は低下しているとされ

る(例えば、 IEAのCitizenshipEducation Studyを参照)。

まず第ーに、従来的な市民性教育において教えられてき

た知識はなかなか定着していない。そして第二に、政治

などへの参加は低調である O これはしばしば(政治によっ

て権利を保証しようとするよりは、個人的な生活をより

重視する)個人主義として批判されてきた。しかし、こ

れに比べれば新しい公共性への参加は少しずつ増加して

いる。だとすれば、人々の関心の在処が変容していると

考えることもできる。すなわち、一見すると市民意識は

低下しているように見えるが、それは従来の市民性概念

から測定されているからであり、人々の関心の変容を考

慮に入れるならば、必ずしもそうはいえないというので

ある O いずれにしても、市民性の質をめぐる議論は市民

性の概念と結びついており、この点で枠組みが整備され

ていないままである O

「市民」の概念はもともとはヨーロッパの歴史の中で

形成されてきたものであり、日本はそれを受容した。し

かし、日本にはそれ以前から近代社会が存在しており、

そこにおいて様々な共存のあり方が模索されてきた。こ

こにおいて、ヨーロッパ的な市民の概念と日本における

市民の概念とは必ずしも一致しないのではないかという

議論が生じることになる。例えば、このことは「束アジ

ア的シチズンシップ」という風に表現されることもある O

ただし、その場合は、その都度の共同体の状況の中で

「共存jを模索するという「市民性jの普遍的概念との

闘連を考察しなおすことが必要となろう。

(2) 知識中心の教育の限界

状況の変化の中で、市民性の概念そのものが聞いに付

されているのと並行して、市民性教育そのものに対しで

も問題点が指摘されている。社会に関する知識や認識を

提供することによって、実践的な主体を育てようという

のが従来の教育の路線であったが、その手段が結果に結

びついていっていない現状がある。まず第ーに、知識中

心の教育が行われることによって、知識はあるが、理解

が浅薄であるという批判がなされているお。またこれと

並んで、第二に、単なる知識だけでは複雑化した社会の

問題に対応できないのでないのかというより根本的な疑

秀樹
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問も提示されている。このような論者は、知識やその理

解よりもそれらに基づいて複雑な問題を解決できる能力

であるコンピテンシーの育成が重要であると主張する O

例えば、欧州評議会は市民的コンピテンシーを、知識、

スキル、態度、価値、行動からなるとしているへそし

て、第三に、これらの結果として、市民牲に関する知識

が必ずしも社会参加の実践に結びついていないという報

告がなされており、政治や杜会への参加そのものを体験

させることが重要であると指摘されている O また、参加

をどのようにとらえるのかについても多様化が見られる O

例えば、現代の若者は、従来的な政治への参加に対して

は懐疑的であるが、一般的な市民活動に対しては評価的

であるとされるお。

第三章各国における試行

グローパル化の進行による社会変動の中で市民性の概

念、内容が変容し、市民性教育のあり方も変容を求めら

れている O その中で、様々な国で市民性教育の改革が行

われている O ここでは紙幅の制限から、ヨーロッパにお

ける実践に限定することにする O 欧州評議会(Councilof 

Europe)は2005年をヨーロッパにおける「教育を通した

シチズンシップjの年であるとし、「民主的シチズンシッ

プ教育(EDC)Jの普及のための様々な取り組みを行って

いる O

イギリス「市民科(citizenship)J

中でも、典型的なのが、イギリスである O 市民性教育

が必要性であるとされるようになったことの背景には、

まず第ーに、1)青少年の問題状況(基礎学力の低下、

失業率の高さ、情緒的な問題、社会参加の低下、政治的

無関心の増大)や、 2)多文化状況の進行といった社会

問題が、そして第二に、 3)福祉国家からの脱却や 4)

マネージメントや ITの能力を求める産業界からの要請

といった政治問題が指摘されているへそのような状況

の中で、市民性の教育の必要性が叫ばれ、ブレア政権下、

市民教育諮問委員会の提言 (rクリック・レポートJ) に

基づいて、「社会的・道徳的責任j、「コミュニティ参画」、

「政治的リテラシー」の育成を目指す「市民科

( Citizenship) Jという新教科が2002年度から中学校段階

に導入されている。この教科のナショナル・カリキュラ

ムは、育成すべきスキルとして、1)コミュニケーシヨ

ン能力、 2)数字活用能力、 3)ITの取得、 4)他者

と協力する能力の習得、 5) 自己の学習と成果を向上さ

せる能力、 6)問題解決能力の取得などを挙げているが、

その中心となるのが、杜会牲のj函養(コミュニケーショ

ン・スキル)と創発的能力の育成(数学や ITに立脚し

た問題解決能力)である九

このような目的のために「市民科」が具体的に行って

いるのは以下のようなことである o 1) r見識ある市民
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にふさわしい知識と理解jとして、権利と義務、歴史、

杜会システムといった従来的な内容とともに、グローパ

ルコミュニティとして世界を捉える観点が盛り込まれて

いる。また、教科横断的な学習が推奨され、他の教科と

の連携が求められている o 2) 1調査・コミュニケーショ

ン能力の育成」に関しては、メディア・リテラシーとな

らんで、グループでのデイスカッションを行うこととさ

れている。 3)1参加能力および責任ある行動力の育成j

に関しては、学校やコミュニティでの活動に責任をもっ

て参加し、それを反省することが求められている O

フランス「市民性の教育」

フランスにおいても、 1998年に国民教育省が『市民性

の教育 (educationa la citoyennete).1を公刊して以来、

市民性教育の充実が図られてきた。その特徴としては、

1)教科横断的学習の充実 (1横断的領域としての公民

教育J)、2)議論の充実 (1共に生きる (vivreensemble) J 
(保育学級最終年から小 2まで)、「共同生活(定期的討

論)J)、3)学級生活の時間の実践や学校行事への積極

的参加などが挙げられる目。

ドイツ「民主主義を学び、生きる」

ドイツにおいては、「生活世界としての学校jという発

想があったため、フランスとは具なり、 1970年代から

「社会性の学習jが行われ、学級会などが実践されてい

た。しかし、ドイツ統ーという混乱期において発生した

「暴力、極右、排外主義j といった問題に対応するため

もあって、 2002年以来、「民主主義を学び、生きる

(Demokratie lemen und leben) Jというプロジェクトが

行われているへそれは「授業と学校学習を民主主義的

につくることをとおして、青少年が市民社会に積極的に

関与することを促進」しようとするものであるヘ具体

的には、モジュール 1 授業の構成(討論)、モジュー

ル2:プロジェクト学習(実践知)、モジュール 3:民

主主義としての学校、モジュール 4:民主主義社会にお

ける学校(学校外への参加)の幾っかを組み合わせるこ

ととなっている。

これら三カ国の試みは、それぞれの独自性を備えつつ

も、共通した特徴を示している。まず第一に、市民性を

概ね知識、技能、気質の三つの観点からとらえる総合的

なアプローチをとっている。このことから、市民性教育

は、知識、技能といった事柄だけではなく、日常生活と

の関わりの中で総合的に考えられるべきものとして構想

されている。第二に、知識の点では、グローパリゼーショ

ンという新しい状況に関する情報を盛り込むとともに、

教科枠組を越えて、総合的な理解を目指している九こ

のことは、学習者が積極的に知識を結びつけていく能動

牲を要求することにもなる O 第三に、技能の点では、リ

テラシーやデイスカッシヨンといった能力に重点を置い

ている。そして、第四に、活動への参加 (active
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citizenship) と実践的反省を重視している。その際、ボ

ランティアといった現実社会での活動に参加することも

含まれているが、身近な学校生活の諸活動への参加もそ

のための準備として重視されており、経験から学ぶとい

う点が重視されているヘ

第四章 日本における「市民性教育」の現状とそ

の課題

以上においては、現代社会の変容とそれに対応しよう

とする新しい市民性教育の動向を概観したが、それらが

日本の現状に即したものであるのかを検討しておく必要

がある。なるほど一方において、日本における市民性教

育は第二章において見たような従来の市民性教育の限界

を抱えており、その意味では、新しい状況に対応できて

いないと見ることもできる O しかし他方において、以下

において見るように、日本における市民性教育は、上述

の新しい市民性教育を先取りするような点も含んでいる O

したがって、新しい市民性教育を導入するにしても、ど

のような観点を受容するべきなのかということを検討し

ておく必要がある。

日本においては、「公民的資質の基礎を養う jという

目標を掲げた杜会科が市民性教育の中心を担ってきた。

そこにおいては、社会認識の形成を通して、主体的な判

断力を育成することが目ざされていた。その意味では、

社会科は、決して、知識偏重ではなく、知識、技能、気

質の総体の育成に関わろうとしてきたということができ

る。

まず、「教育基本法jはその第一条において、「教育は、

人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形

成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の

育成を期して行われなければならないjと規定し、教育

の目的を「公民的資質の育成jにあるとしている O そし

て、それを教科の目標として掲げているのが、社会科・

公民科であるへその意味では、学校教育の中で「市民

性教育jを主題的に担っている教科であるということが

できる。また、道徳の時間も「学校の教育活動全体を通

じて、道徳的な心情、判断力、実践意欲と態度などの道

徳性を養う」とされ、「公民的資質jの育成と深く関わっ

ている O さらに、日本の学校教育に特徴的である特別活

動においても、集団活動を通して、集団との関わり方、

自己のあり方を育成することが目標であるとされる。

そして、今回の「学習指導要領jの改訂は、「知識基

盤社会化やグローパル化jという社会変動を考慮に入れ、

PISA調査などによる学力調査の結果をふまえたもの

であることがうたわれている。そして、教育の課題とし

て、1)思考力・判断力・表現力の課題、 2)読解力の

課題、 3) 自己の課題をあげている 34 これらの課題は、

新しい市民性教育が目指すものでもあり、その意味では、
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その意図を意識したものとなっている。そもそも、従来

からの「総合的な学習の時間jはこれらの課題に対応し

ようとするものであったお。

このように、「学習指導要領jを見る限り、形式的に

は新しい市民性教育の意図にも対応しようと意識してい

ることがうかがえるが、その実質的な内容はどうか。社

会科・公民科の目標は、各段階において、文言の差異は

見られるものの、三つの部分からなる同様な構造を共有

している(下表を参照)。

すなわち、社会に対する客観的な認識を形成するとと

もに、社会への主体的な関わりを形成することによって、

社会へと参加できる公民的資質を形成することが杜会科

に共通する目標とされている O ここには、社会参加にお

いては社会に関する客観的な認識に依拠すべきであると

いう着想と、自らの国家の歴史や現状の理解に基づく国

家への「愛情jの育成が社会への参加の動機となるとい

う着想とを読み取ることができる O

同様の着想、は、社会科・公民科の内容からも読み取る

ことができる。まず、『小学校指導用要領解説』によれ

ば、「公民的資質は、平和で民主的な国家・社会の形成

者としての自覚をもち、自他の人格を互いに尊重し合う

こと、社会的義務や責任を呆たそうとすること、杜会生

活の様々な場面で多面的に考えたり、公正に判断したり

することなどの態度や能力であると考えられる O こうし

た公民的資質は、日本人としての自覚をもって国際社会

で主体的に生きるとともに、持続可能な社会の実現を目

指すなど、よりよい社会の形成に参画する資質や能力の

基礎をも含むものであると考えられるJ。ここでは、「公

民的資質」の内容が「平和で民主的な国家・社会の形成

者としての自覚」、「自他の人格をEいに尊重し合うことj、

「社会的義務や責任を果たそうとすることJ、「社会生活

の様々な場面で多面的に考えたり、公正に判断したりす

ることjに分析されるとともに、それが単なる「理解」

にとどまるのではなく「能力jや「態度」になるべきこ

とを説いている。このことに照応して、小学校において

は、発達段階に応じて、身近な地域社会から出発して、

校種

小学校 社会生活についての理解を図り、

中学校 広い視野に立って、社会に対す

る関心を高め、諸資料に基づい

て多面的・多角的に考察し、

両校 広い視野に立って、
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国の産業や経済(国際的な関係や協力も含む)、「政治の

働き」と「政治の考え方J(民主主義、憲法、政治制度)

について学ぶこととなっている O

この考え方は、中学校へも継承される o r中学校学習

指導要領』は「中学校社会科公民的分野」の「目標jを

以下のように規定している。

1.個人の尊厳と人権の尊重の意義、特に自由・権利と

責任・義務の関係を広い視野から正しく認識させ、

民主主義に関する理解を深めるとともに、国民主権

を担う公民として必要な基礎的教養を培う O

2.民主政治の意義、国民の生活の向上と経済活動との

かかわり及び現代の社会生活などについて、個人と

社会とのかかわりを中心に理解を深め、現代社会に

ついての見方や考え方の基礎を養うとともに、社会

の諸問題に着目させ、自ら考えようとする態度を育

てる。

3.国際的な相互依存関係の深まりの中で、世界平和の

実現と人類の福祉の増大のために、各国が相互に主

権を尊重し、各国民が協力し合うことが重要である

ことを認識させるとともに、自国を愛し、その平和

と繁栄を図ることが大切であることを自覚させる。

4.現代の社会的事象に対する関心を高め、様々な資料

を適切に収集、選択して多面的・多角的に考察し、

事実を正確にとらえ、公正に判断するとともに適切

に表現する能力と態度を育てる O

ここでは、民主主義の考え方として、一方において、

個人の尊重や自由の重要性と、他方において、それにと

もなうものとして責任・義務や政治参加の重要性とが論

じられていることが特徴的であるへこれと並んで、

「現代日本の特色として少子高齢化、情報化、グローパ

ル化などがみられることを理解させるjとあり、現代的

な諸課題への言及も見られる。

また、日本の歴史と関連させてではあるが、民主主義

の成立の歴史(市民革命、日本の民主化)について学ぶ

我が国の国土と歴史に対する理 国際社会に生きる平和で民主的

解と愛情を育て、 な国家・社会の形成者として必

要な公民的資質の基礎を養う。

我が国の国土と歴史に対する理 公民としての基礎的教養を培い、

解と愛情を深め、 国際社会に生きる平和で民主的

な国家・社会の形成者として必

要な公民的資質の基礎を養う。

現代の社会について主体的に考 平和で民主的な国家・社会の有

察させ、理解を深めさせるとと 為な形成者として必要な公民と

もに、人間としての在り方生き しての資質を養う。

方についての自覚を育て、
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とともに、「個人の尊厳と人権の尊重の意義jについて

も学ぶこととなっている。

高校の公民科になると以上の内容はさらに詳細なもの

になっていくが、基本的な構図は変わらない。「現代社

会jの内容として、以下のことが掲げられている O

1.私たちの生きる社会。現代社会における諸課題を扱

う中で、杜会の在り方を考察する基盤として、幸福、

正義、公正などについて理解させるとともに、現代

社会に対する関心を高め、いかに生きるかを主体的

に考察することの大切さを自覚させる。

2.現代社会と人間としての在り方生き方。現代社会に

ついて、倫理、社会、文化、政治、法、経済、国際

社会など多様な角度から理解させるとともに、自己

とのかかわりに着目して、現代社会に生きる人間と

しての在り方生き方について考察させる O

3.共に生きる社会を目指して。持続可能な社会の形成

に参画するという観点から課題を探究する活動を通

して、現代社会に対する理解を深めさせるとともに、

現代に生きる人間としての在り方生き方について考

察を深めさせる。

これらの文言に現れているように、社会に関する理解

をふまえて、社会の中で自分がどのように生きていくの

かを考えるという観点が現れていることが特徴的である。

この傾向は「倫理」においてさらに強められる O そこで

は、「理解と思索」を深めることで、「自己の確立」が求

められている O これに対して、「政治経済jにおいては

「客観的な理解」と「主体的考察jや「判断力」が強調

されている O

以上のような内容を教授するにあたって、「学習指導

要領」は、まず第一に、内容を自分の生活や体験に基づ

いて理解できるようにすることを求めている。まず、小

学校杜会においては、その際、学年の進行とともに、身

近なものからより広範なものに配列されており、たとえ

ば、法についても、すでに地域学習の中でも取り扱うこ

とを求めており 37、さらに、日常的な体験を基礎にして、

教えるよう意識することを要求しているヘ中学校にお

いても、「生徒が内容の基本的な意味を理解できるよう

に配慮し、日常の社会生活と関連づけながら具体的事例

を通して政治や経済などについての見方や考え方の基礎

が養えるようにすることJ( r中学校指導要領J)と述べ

ている。そして第二に、調査や資料を通して自ら考察で

きるようにすることを求めている。小学校の段階から、

調査や資料を通して学ぶことによって、「各種の基礎的

資料を効果的に活用し、社会的事象の意味をより広い視

野から考える力、調べたことや考えたことを表現する力

を育てるようにするJ( r小学校指導要領J)ことを求め、
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さらに中学校においても「習得した知識を活用して、社

会的事象について考えたことを説明させたり、自分の意

見をまとめさせたりすることにより、思考力、判断力、

表現力などを養うことJ(r中学校学習指導要領J)とし

ている。また第三に、総合的な思考力を育成するために、

教科や分野をつなぐような学びが求められている O その

中心的な役割を果たすのは「総合的な学習の時間」であ

るが目、例えば、中学校の歴史においては、日本の歴史

と並行して、「市民革命Jや現代社会の成立過程につい

ても教えることとされており、市民性教育の基礎の役割

を果たしている。さらに第四に、単に教科内だけの学習

ではなく、学校生活の全体を通して、市民性の「態度」

が育成されるべきであるとしている O 具体的には、道徳

や特別活動がその役割を果たすべきであるとされてい

る40

今回の学習指導要領はその改訂の方針として「グロー

パル化Jに言及しておりヘ1) r知識基盤社会」への

対応と、 2)国際協調への対応、 3)それらの基盤とな

る「生きる力」の育成を課題として明確化している。そ

して、このような課題に照らし合わせたとき、日本にお

ける問題として、以下の三点を挙げている。

1.思考力・判断力・表現力等を問う読解力や記述式問

題、知識・技能を活用する問題に課題

2.読解力で成績分布の分散が拡大しており、その背景

には家庭での学習時間などの学習意欲、学習習慣・

生活習慣に課題

3. 自分への自信の欠如や自らの将来への不安、体力の

低下といった課題

これらは「新しい市民性教育」の課題と重なってくる O

また、内容の点でも、市民性に関わる知識や理解はもと

より、新しく生じてきた課題についても盛り込んでいる。

他方、方法の点での、単なる教授ではなく、生徒の体験

に基づいて理解させること、教科の枠にとどまらず、生

活全体をその機会としていること、教科横断的・総合的

に考察すること、理解にとどまらず、技能や態度を育成

していることなど、十分に「新しい市民性教育jの主張

を包括するものとなっている。

しかしながら、「新しい市民性教育」に対する対応は、

建て増しでしかなく、グローパル化の質的変化に対応で、

きておらず、その点では、未だ具体的なものになってい

ないように思われる。

まず、具体的な内容(知識)について検討することに

する O 指導要領からキーワードを抜き出してみると次の

ようになる O まず、小学校においては、「政治の働きj、

「国際社会でのわが国の役割j といった社会機能の記述

が、中学校においては、「自由・権利と責任・義務」と
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いった民主主義の概念理解(私の権利と公の機能、両者

の対立)が、高校の公民科においては、現代社会の諸問

題や人間の生き方の思索が取り上げられている。これら

の内容の概念枠組みは「近代j以来のものである。一方

において、社会科においては、理念のみが教えられたわ

けではない。現代社会の抱える諸課題や民主主義の機能

不全なども盛り込まれている。その延長線上に、グロー

パル化した世界、環境問題といった新しいテーマも含ま

れることになる O したがって、具体的な事例を学習する

中で、新しい市民性への手がかりを与えようとしており、

ここにコミットすることはできる O しかし他方において、

社会科の記述枠組み(例えば、私と公の対立)は現状の

社会の常識の範囲にとどまり、それを越えてはおらず、

現代になって発生している社会変容にはもはや対応でき

ていない。新しいテーマにふさわしい枠組みを導入する

必要がある(第一の課題)。

次に、技能について検討する O 社会科は社会認識の形

成によって公民的資質を育成することを目標としており、

その実現のために様々な実践がなされてきた。その意味

では、新しい市民性教育が重視する、リテラシーやデイ

スカッションも必ずしも目新しいものではない。しかし

ながら、近年のPISAショックに現れているように、

これらの技能が十分に育成されてきたとはいえない。ま

ず、理念と現実とのギャップがある O 多くの生徒たちに

とって、社会科は暗記科目として認識されている O そし

て、社会認識の水準の問題がある O 社会認識ということ

で想定されているのは社会科学の認識である O これを生

徒が置かれた個々の状況とどう結びつけていくのかとい

う問題が残る O もちろん、自分たちと結びつけるという

実践は多数あるが、普遍的な認識を自分の生活にどうつ

なげていくのかの方法論そのものは主題化されてこなかっ

た(第二の課題)。

したがって、この課題は資質(参加意識)の問題に結

びついていく O 社会科の枠組みの中では、イギリスのシ

チズンシップのように社会活動への参加について語られ

ることはあっても、活動への参加そのものを主題化する

ことは行われていない。そのため、社会科が社会に参加

する資質の育成においては限界があった。もちろん、こ

れは社会科の問題というよりも、別の枠組みを準備する

必要がある。とはいえ、社会科の側でも、実践へのつな

がりを意識して、その基盤を提供していく必要がある

(第三の課題)。

これらの社会科の不十分さを補うものとして道徳や特

別活動を考えることができるへまず、道徳は、もとも

とは道徳心の向上を目指して設置されたのであるが、

「主として自分自身に関することj、「主として他の人と

のかかわりに関することJ、「主として集団や社会とのか

かわりに関することjという領域を取り扱い、教科とは

秀樹
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異なり、主題を自分との関係という観点から考察する O

この点において、道徳は市民性教育の技能(コミュニケー

ション能力)や資質(参加意識)を育成することに寄与

することができると考えられる。

なるほど、一方において、道徳は道徳心の向上という

設置の主旨に由来する問題も抱えている O 例えば、でき

あいの道徳に服従することを主張する徳目主義的傾向が

見られる。また、そこで考えられる徳目白身が近代的な

枠組みにおけるものであり、現代の枠組みや個別の具体

的問題に対応できていない。しかし他方においては、ディ

スカッションの中で倫理の生成(普遍性を産出する倫理)

を考えたり、その基礎の上に自分の生活とのつながりを

考えようとする実践も行われており、市民性教育におい

て大きな役割を果たすことができると考えられる O

さらに日本の場合、学級活動といった特別活動が盛ん

であり、教科によっては十分に教えられない、集団との

関係性の育成が目ざされていた。それは新しい市民性教

育の内容を先取りするものであったと見ることができ

るヘ教師の側からすれば、特別活動の目標や市民性教

育とのつながりは明確で、あったにしても、それが生徒に

とっても自覚されているとは限らない。活動に重点が置

かれているからこそ、その活動を反省し、顧みるという

ことが重要となる O そしてさらに、教科での内容との関

連性が自覚される必要がある O このように特別活動にお

いては漠然と行われがちな活動の枠組みや意昧づけを明

確化することが課題となる(第四の課題)。

新しい市民性教育は、1)教科横断的学習を強調し、

2)単なる受動的な学びから能動的な学びへの方向転換

を主張するとともに、 3)知識、技能、気質の総合を求

めている。これらの着想は「総合的な学習jの目指すと

ころと共通している。現行の学習指導要領によれば、総

合的な学習の目標は「横断的・総合的な学習や探究的な

学習を通して，自ら課題を見付け，自ら学び，自ら考え，

主体的に判断し，よりよく問題を解決する資質や能力を

育成するとともに，学び方やものの考え方を身に付け，

問題の解決や探究活動に主体的，創造的，協同的に取り

組む態度を育て，自己の生き方を考えることができるよ

うにする」ことであり、これは「生きる力jの育成その

ものということができる O 今谷順重『総合的な学習の新

視点-21世紀のヒューマン・シティズンシップを育てる一』

はこのような観点から市民性教育を「総合的な学習jの

枠組みの中で行うことを提案している九

この着想は適切なものであるが、実際の「総合的な学

習jがその成果を挙げてきたとはいえない。むしろ、こ

こに掲げられた壮大な目標をどう実現していくのかの試

行錯誤が行われているというのが現状である o r総合的

な学習jを通して「市民性教育jを行う場合、単なる事

例の蓄積に留まるのではなく、どのような内容を、どの



「市民性教育」の模索とその諸課題ーグローパル化時代の市民性教育としての「子どものための哲学J(4)一

ような方法で遂行していくのかについてのフレームワー

クを形成していく必要がある(第五の課題)0

以上において見てきたような従来の枠組みとは別に

「市民性教育jを主題的に取り上げようとする動きも見

られる。

東京都品川区は「市民科」という教科を設けている。

その目標は、「個の自立j、「他者とのかかわり」、「集団

や社会とのかかわりJ、「自己を生かし高める意欲」、「将

来に対する態度jの五つである O また、その目標を達成

するために、 7つの資質、 5つの領域、 15の能力を具体

的に挙げている。このように市民科は、上で見た新しい

市民性教育の方向性を受容したものとなっている O そし

て、これは「道徳Jr特別活動Jr総合的な学習の時間」

を有機的に統合するものとして構想されへ上記の「第

四の課題」応えるものになっている O ただし、 9年間に

わたる明確な目標を定めている分、徳目主義とならざる

をえず、従来の道徳と同様の問題をはらんでいる O そう

なると、なすべきことと現実の自分との分裂が発生する

ことになる。このような問題に対しては、確かに、アサー

ションや相談といった具体的な対応策を示してはいる。

しかし、自分の置かれた具体的・個別的な状況でどのよ

うに考えていけばよいのかの方法論は主題化されてはい

ない(第六の課題)。

社会への参加に先立つて、より実践的な内容を教えよ

うとする試みも始まっている。例えば、法教育、起業家

教育、キャリア教育である46 これらは、これまでの学

校教育が社会科学における認識形成をモデルとしてきた

のとは対照的に、具体的な社会における実践を念頭にお

いたものであり、そのための準備とすることを目指した

ものである O また、社会での活動への参加を重視する活

動も始まっている O 総合的な学習の時間を活用してボラ

ンテイア教育を行う事例は増えている。また、兵庫県の

「トライやる・ウィークjは中学生が一週間の問、職場

体験をするというものである。これらの活動は、参加し、

体験することに重点が置かれている点が特徴的である O

なるほど、これらの活動はこれまでの市民性教育の限

界を超えていこうとする試みであり、今後ますます重要

になっていくと考えられる O ただし、総合的な学習の時

間と同様に単なる体験主義に終わってしまう危険性を苧

んでいる O そうならないためには、学校での授業や他の

学びとの有機的な連携が必要となる(第七の課題)。

終章 「市民性教育」の諸課題

以上において、日本を含む諸地域で模索されている

「市民性教育jの諸課題を概観し、そこから「子どもの

ための哲学Jが取り組むべき「市民性教育jの課題を析

出してきた。これらの諸課題は以下に示すように、大ま

かに三つの主題系に分類することができる O
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1)r新しい市民性教育jが依拠する概念枠組みの明確

化

-社会科の記述枠組み(例えば、私と公の対立)は現

状の社会の常識の範囲にとどまり、それを越えては

おらず、現代になって発生している社会変容にはも

はや対応できていない。新しいテーマにふさわしい

枠組みを導入する必要がある(第一の課題)。

「総合的な学習jを通して「市民性教育」を行う場

合、単なる事例の蓄積に留まるのではなく、どのよ

うな内容を、どのような方法で遂行していくのかに

ついてのフレームワークを形成していく必要がある

(第五の課題)。

-特別活動においては漠然と行われがちな活動の枠組

みや意味づけを明確化することが課題となる(第四

の課題)。

ここには三つの課題が属しているが、第一の課題に応

えることができれば、それを基にして、第四の課題や第

五の課題に対応することができると考えられる。その意

味では、学校教育を規定してきた近代的な記述枠組みを

再構築することが中心となる。

2) r新しい市民性教育jが依拠する方法論の明確化

-普遍的な認識を自分の生活にどうつなげていくのか

の方法論そのものは主題化されてこなかった(第二

の課題)。

-自分の置かれた具体的・個別的状況でどのように考

えていけばよいのかの方法論は主題化されてはいな

い(第六の課題)。

既存の道徳を確認させるのではなく、デイスカッショ

ンの中で倫理の生成(普遍性を産出する倫理)を考えた

り、その基礎の上に自分の生活とのつながりを考えよう

とする実践が市民性教育においては重要となっている O

3) r新しい市民性教育jという観点からの総合性の明

確化

-実践へのつながりを意識して、その基盤を提供して

いく必要がある(第三の課題)。

-学校での授業や他の学びとの有機的な連携が必要と

なる(第七の課題)0 

「市民性教育jという観点に立って、自分の生活や実

社会での具体的な実践に接続できるように、教室での諸

教科の活動を統合する視座や仕組みを整備する必要があ

るO

以上の概観において、「新しい市民性教育jが依拠す

る概念枠組みを明確化する必要性が明らかになった。中

でも、社会科の記述枠組み(例えば、私と公の対立)は

現状の社会の常識の範囲にとどまり、それを越えてはお

らず、現代になって発生している社会変容にはもはや対

応できていないため、現代社会にふさわしい枠組みを導

入する必要がある O そして、その枠組みに基づいて、
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「子どものための哲学jのカリキュラムを構成する必要

がある。第三の点は、第一の点と第二の点が明確化され

ることによって、結果として遂行されることになると考

えることができるため、概念枠組みと方法論の明確化が

次の課題となる。この点については、稿を改めて論じる

ことにしたいヘ
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治・経済・社会(1969年に公民)という三つの分野を

もうけることとし、系統主義的傾向が強化された。高
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の第2に示す内容について、社会科の特質に応じて適
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